
令和６年度行政評価　施策評価票

主管部局・課 総務部　総務課

目指す姿

相互理解と平和意識が醸成され、人や文化、経済の交流により、新しい価値が生まれ続けるまち

施策

施策番号
名称

施策の内容

施策１

交流の促進

施策２

定住・二地域居住の推進

１　政策分野の進捗状況
重要業績評価指標の達成状況

指標名 単位 説明又は計算式

1

国際交流協会活動参加人数 人 参加人数

年度 令和５年度令和６年度令和７年度 最終目標 検証

目標 4,000 4,000 4,000

4,000

実績 2,290 - -

2

ゆかりの自治体との交流事業数 件

年度 令和５年度令和６年度令和７年度 最終目標 検証

目標 57 58 59

60

実績 61 - -

3

移住相談件数（年間） 件 移住に関する相談件数

年度 令和５年度令和６年度令和７年度 最終目標 検証

目標 400 450 500

240

実績 363 - -

4

移住実践者数（累計） 世帯 市への移住実践世帯の累計（二地域居住を含む）

年度 令和５年度令和６年度令和７年度 最終目標 検証

目標 179 194

224

実績 220 - -

政策目標５　豊かで魅力ある地域づくり/政策９　ひとの力を活かした地域活力の創造・再生

政策分野37　交流・移住

関連するSDGs17のゴール

　国内外の姉妹都市や本市ゆかりの自治体等との交流を促進し、相互の理解と友好を深め、
市民団体や企業等の人的、経済的、文化的交流を促進し、互いの地域の活性化につなげてい
きます。
　また、被爆地などとの交流を通して、核兵器の廃絶と平和意識の醸成を図ります。

　若年層に重点を置きながら幅広い年齢層に向けて、積極的・効果的に本市での暮らしに関
する情報を発信します。また、各種相談に適切に対応しながら、交流体験や受入体制の充実
を図ります。

目標達成には至らなかったが、国際理解講座や
英会話サークル等の開催や、在住外国人への生
活支援などを実施し、本市の国際交流の促進に
寄与した。

令和２・３年度に新型コロナウイルス感染症の
影響により交流事業数が減少したが、令和４年
度から回復し令和５年度には目標を達成した。

目標には達しなかったものの、首都圏での相談
会開催等、積極的な情報発信により前年度を上
回る相談件数となった。

移住支援制度の拡充など、各種移住施策を実施
したことにより、目標を大幅に上回った。



２　施策の評価
施策１ 交流の促進

取組状況

今年度の
重点方針
（方向性）

　国内の姉妹都市や本市ゆかりの自治体等との交流を促進し、相互の理解と友好を深め、市
民団体や企業、次世代を担うこども等の人的、経済的、文化的交流を促進し、互いの地域の
活性化につなげていきます。また、被爆地などとの交流を通して、核兵器の廃絶と平和意識
の醸成を図ります。

【１】姉妹都市・親善交流都市等交流事業
○交流事業
　毎年、会津まつりへ交流都市の首長・議長を招待するとともに、むつ市との２年毎の相互
訪問事業などを行ってきたところである。
○記念事業
　節目の年において戊辰150周年、会津藩北方警備200周年、保科正之公生誕400周年などの記
念事業を行ってきたところである。また、姉妹都市のむつ市、親善交流都市の鳴門市や伊那
市、友好都市の横須賀市と盟約締結後10年毎に記念事業を行ってきたところである。
　令和６年度は、むつ市との姉妹都市締結40周年の節目であり、むつ市訪問団を迎え本市に
おいて記念調印式などの記念事業を行った。
○交流の拡大
　北海道稚内市、利尻町、利尻富士町と会津藩北方警備ゆかりの地交流都市共同宣言を行
い、京都府京都市と相互交流宣言、福岡県みやこ町と郡長正ゆかりの地交流都市宣言、新潟
県新潟市と観光交流宣言、北海道余市町と親善交流都市の盟約締結を行ったところである。
また、観光振興に関する連携協定を日光市と締結し、災害時相互応援協定を山形県米沢市、
新潟県長岡市、東京都日野市、神奈川県横須賀市、三重県桑名市、新潟県三条市と締結した
ところである。 
　また、平成29年６月市議会において、陳情が採択された長岡市との盟約締結について検討
を行い、市長が訪問し交流についての考えを伝えたところである。
〇ゆかりの地の理解促進
 今後の交流の一層の促進につなげるため、ゆかりの地を紹介する冊子を作成し、ゆかりの地
に対する市民の理解促進を図った。 

【２】核兵器廃絶平和都市宣言事業
  核兵器や戦争の凄惨さと平和の尊さを伝えることで、核兵器廃絶と平和に対する市民意識
の高揚を図ってきた。特に、次代を担う若い世代への継承事業に力を入れてきたところであ
る。
　市内中学生による被爆地訪問については、令和２年度より広島市と長崎市を交互に訪問す
ることとし、令和２・３年度は事業を中止したりオンライン開催としたが、令和４年度に初
めて長崎市を訪問し、令和５年度は広島市、令和６年度は長崎市を訪問した。被爆体験講話
については、被爆体験者の高齢化に伴い、令和５年度からは被爆体験伝承者を広島から招い
て開催している。

【３】磐越自動車道沿線都市交流会議負担金
　磐越自動車道沿線自治体と関係団体で構成される「磐越自動車道沿線都市交流会議」に負
担金を支出し、公式ホームページによる情報発信やサービスエリアでの魅力発信イベントの
開催等に取り組んだ。

【４】福島空港利用促進協議会負担金
　福島県をはじめ60自治体及び関係団体で構成する「福島空港利用促進協議会」に負担金を
支出し、広報活動等による福島空港の利用促進に取り組んだ。。

【５】多文化共生理解の促進と在住外国人の生活支援
　国際理解に関する各種イベントや、外国人向け日本語学習支援や相談窓口機能を担う国際
交流協会への負担金支出（平成８年～）を通して支援に取り組んだ。

【６】国際的な感覚・視野をもった人材の育成
　中学生を対象に、社会の第一線で活躍する講師陣の講義や、将来の生き方を考えるワーク
ショップを実施する「あいづ未来人財育成塾」に取り組んだ。
　高校生を対象に、ワークショップや英会話講座等を通じて、グローバルな視点を持った人
材を育成する「グローバル人材育成事業」に取り組んだ。

【７】海外友好都市との交流
　平成３年に友好都市締結を行った中国湖北省荊州市と、青少年書画交換交流（平成４年度
～）を実施した。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、本市訪問団派遣・荊州市
訪問団受入、技術研修生受入（平成３年度～）については中止となった。



課題認識と
今後の方針
・改善点

【１】姉妹都市・親善交流都市等交流事業
　本事業によりゆかりの地等との交流を深めながら、歴史の再認識や次世代への伝承を行
い、地域の活性化につなげてきたものであり、今後とも、より一層経済効果につながる取組
を行っていく必要がある。
 　各部局における交流の状況や各種交流情報を庁内で共有化することなどにより、新たな分
野での交流や地域の活性化により効果的につながる交流の展開を図るための仕組みづくりを
検討する。また、今後においても節目の年には記念の取組を行っていく。 
　令和７年度は、横須賀市との友好都市締結20周年、余市町との親善交流都市締結10周年を
迎えることから、本市における訪問団受け入れにより記念事業を実施し、交流の促進を図っ
ていく。
　
【２】核兵器廃絶平和都市宣言事業
   広島市と長崎市に原爆が投下されてから79年が経過し、若い世代への戦争や被爆体験の継
承が課題となっている。
 　核兵器廃絶と平和への願いを次代を担う若い世代へ継承するとともに、幅広い市民参加が
可能となるような事業を展開していく。なお、働き方改革の視点から原爆パネル展やフィル
ム上映会については、市民意識高揚の効果を見極めながら、そのあり方について検討してい
く。
　
【３】磐越自動車道沿線都市交流会議負担金
　磐越自動車道は、物流・都市間連携・交流において大きな役割を担っている。また、東日
本大震災以降、災害時の人員・物資の輸送ルートとしても重要度が高まっている。
・今後も引き続き、協議会を通じて磐越自動車道沿線都市間の連携を図り、地域の魅力向上
と相互の振興を図っていく。

【４】福島空港利用促進協議会負担金
　福島空港は路線の廃止などによる利便性低下により利用者数が減少傾向にあり、令和
２年度には新型コロナウイルス感染症の影響もあり過去最低を記録したところである。
　令和5年1月にベトナムからのチャーター便が運航再開され、令和6年1月から台湾チャータ
ー便も運航され、台湾からのインバウンドが好調となっている。
　今後も、協議会事務局である県空港交流課を中心に、県内自治体や関係団体と連携しなが
ら利用促進に継続して取り組んでいく。

【５】多文化共生理解の促進と在住外国人の生活支援
　市民への多文化共生理解の促進と在住外国人への生活支援を図るうえで、国際交流協会と
の連携は不可欠であることから、課題となっている運営の安定化に努めるとともに、事業内
容を精査しながら取組を進めていく。

【６】国際的な感覚・視野をもった人材の育成
　国際的ふるさと会津創生基金を財源とする事業については基金の払底を見据え、グローバ
ル人材育成事業は、国際交流協会への移管に向けた協議・検討を進める。また、未来人財育
成塾は、事業終了も含め今後の事業のあり方について検討していく。

【７】海外友好都市との交流
　国際情勢の変化を踏まえ、交流目的を明確にしながら取組を進めていく。また、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により中断している荊州市との相互訪問等の交流の再開検討も含め
、書画交換交流等、実施可能な事業を検討しながら交流を継続する。



施策２ 定住・二地域居住の推進

取組状況

３　関連する政策分野と事務事業
政策分野 事務事業名 担当部・課名

４　施策の最終評価

今年度の重
点方針
（方向性）

　移住者等の増加を図るため、若年層に重点を置きながら幅広い年齢層に向けて、積極的・
効果的に本市での暮らしに関する情報を発信します。また、各種相談に適切に対応しながら
、交流体験や受入体制の充実を図ります。

【１】取り組みの経過
・19年度：商工会議所及びＪＡなど関係団体とともに、市定住・二地域居住推進協議会を設
立。ＨＰを開設。
・平成20年度：移住体験住宅の開設（令和３年度に廃止）
・平成23年度：移住者ネットワーク「愛友あいづネット」設立
・平成22年度：空き家バンク開設
・令和３年３月：空き家バンクに係る県宅地建物取引業協会との連携協定締結
・令和５年度：若年層への経済的支援の開始及びＵターン等促進キャンペーンの実施

【２】移住実践者数　　
・H19～R5合計（220世帯405人）
・R5増加分（41世帯91名）

【３】空き家バンクの実績　　
・累計32件登録、うち16件が売買成立

【４】愛友あいづネット会員数
・R5（54世帯69名）

課題認識と
今後の方針
・改善点

・地方の人口減少が進む中、本市の人口も就業・就学に伴い、特に若年層の流出等により減
少が続いている。一方、首都圏在住の20～40代の現役世代では、地方移住の動きが活発化し
ている。
・移住希望者は、移住先の選択条件として「就労の場がある地方都市」を希望する割合が高
いことから、今後も就労支援を軸とした取組を強化し、現役世代にターゲットを絞り情報提
供を行う。
・令和5年度から、Ｕターンや孫ターンの若年層をターゲットとした各種移住支援策の拡充や
、キャンペーンを実施しており、取組の効果を検証しながら、さらなる移住促進を図ってい
く。

・政策分野37「交流・移住」の推進にあたっては、「２　施策の評価」に従い取り組むこと。

・施策１「交流の促進」については、姉妹都市・親善交流都市や海外友好都市等との交流について、必要
な交流事業を実施し、相互の理解と友好を深めていく。
・施策２「定住・二地域居住」については、令和５年度から、Ｕターンや孫ターンの若年層をターゲット
とした各種移住支援策の拡充や、キャンペーンを実施しており、取組の効果を検証しながら、さらなる移
住促進を図っていく。



５　事務事業一覧

番号 事務事業名 担当部・課

1 ◎ 基本目標２ 8.9 姉妹都市・親善交流都市等交流事業 継続 総務部　総務課

2 8.9 姉妹都市むつ市との交流事業 継続 議会事務局

3 基本目標２ 11.2 磐越自動車道沿線都市交流会議負担金 継続 企画政策部　地域づくり課

4 基本目標２ 11.2 福島空港利用促進協議会負担金 継続 企画政策部　地域づくり課

5 ◎ 基本目標２ 4.7 国際交流推進事業 継続 企画政策部　企画調整課

6 ◎ 基本目標２ 4.7 グローバル人材育成事業 継続 企画政策部　企画調整課

7 ◎ 基本目標２ 4.7 友好都市交流事業 継続 企画政策部　企画調整課

8 ◎ 基本目標２ 4.7 未来人財育成塾 継続 企画政策部　企画調整課

◎ 16.1 核兵器廃絶平和都市宣言事業 継続 総務部　総務課

1 ◎ ◎ 11.3 地方就職支援金 継続 企画政策部　地域づくり課

2 ◎ ◎ 基本目標２ 11.3 会津若松市定住・二地域居住推進協議会負担金 継続 企画政策部　地域づくり課

3 ◎ 基本目標２ 11.3 移住支援金 継続 企画政策部　地域づくり課

4 ◎ 基本目標２ 11.3 継続 企画政策部　地域づくり課

5 ◎ 基本目標２ 11.3 住宅取得支援事業補助金 継続 企画政策部　地域づくり課

6 ◎ 基本目標２ 11.3 奨学金返還支援事業補助金 継続 企画政策部　地域づくり課

ロジック
モデル

重点事
業

人口減
少対策
※

SDGs
ターゲ
ット

次年
度方
針

施策１　交流の促進

施策２　定住・二地域居住の推進

Uターン等移住給付金

※人口減少対策に資する事業を「第３期　会津若松市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の４つの基本目
標に位置付けた取組を記載しています。
基本目標１　既存産業・資源を活用した魅力的なしごとづくり
基本目標２　地域の個性を活かした新たな人の流れの創出
基本目標３　生活の利便性を実感できる安全・安心なまちづくり
基本目標４　結婚・出産・子育て支援と教育環境の整備



1

事業名 姉妹都市・親善交流都市等交流事業 法定／自主 自主

担当部・課 総務部・総務課 次年度方針 継続

事業費 543 601

所要一般財源 543 601

概算人件費 2,653 3,032

2

事業名 姉妹都市むつ市との交流事業 法定／自主 自主

担当部・課 議会事務局 次年度方針 継続

事業費 24 0

所要一般財源 24 0

概算人件費 364 0

3

事業名 磐越自動車道沿線都市交流会議負担金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 50 50

所要一般財源 50 50

概算人件費 91 91

施策１　交流の促進

概要
(目的と内容)

　本市と各都市を結ぶ共通の歴史や人物の情報
を発信しながら、都市間交流の窓口として民間
交流を支援し、その活性化を図る。また、節目
の年には、記念事業等へ積極的に取組み、歴史
の再認識を効果的に促す。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

　毎年、会津まつりへ交流都市の首長・議長を招待するとともに、むつ市との２年毎
の相互訪問事業を行ってきた。また、戊辰150周年などの節目の年に記念事業を行うと
ともに、姉妹都市のむつ市、親善交流都市の鳴門市や伊那市、友好都市の横須賀市と
盟約締結後10年毎に記念事業を行ってきた。令和６年度はむつ市との姉妹都市締結40
周年の節目であり、むつ市訪問団を迎え本市において記念調印式などの記念事業を
行った。さらに、交流宣言や災害時相互応援協定を締結するなど、交流の拡大を図っ
てきたところであり、令和４年９月には新たに福岡県みやこ町と「郡長正ゆかりの地
交流宣言」を行った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　本事業によりゆかりの地等との交流を深めながら、歴史の再認識や次世代への伝承
を行い、地域の活性化に繋げてきた。各部局における交流の状況や各種交流情報を庁
内で共有化することなどにより、新たな分野での交流や地域の活性化により効果的に
つながる交流の展開を図るための仕組みづくりを検討するとともに、節目の年には記
念事業を開催し、交流の促進を図っていく。令和７年度は、横須賀市との20周年や余
市町との10周年を迎えることから、訪問団受入により記念事業を行い、引き続き交流
の促進を図っていく。

概要
(目的と内容)

　本市と姉妹都市であるむつ市との交流を深め
、相互の市勢発展を図る。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

　姉妹都市として、２年おきに両市議会の相互訪問を行うことにより、両市の相互理
解に基づく交流の発展につなげてきた。令和６年度はむつ市訪問団の受入れをおこな
った。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　姉妹都市交流の推進は、相互理解の促進と市勢発展につながるものであり、さらに
、観光、物産面での経済効果も期待できることから、本事業を継続して実施し、両市
の発展につなげていく。

概要
(目的と内容)

　磐越自動車道沿線の自治体や商工関係団体等
で構成する当該協議会に負担金を支出し、各種
交流イベントやホームページ運営等を通じて沿
線地域の都市間連携・交流促進を図る。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

【1】取組経過等
H19年度：磐越道全線開通10周年記念フォーラム開催
H23～25年度：復興支援イベント開催
H26年度～：沿線魅力発信イベント開催
H29年度：磐越道全線開通20周年記念イベント実施
※事務局は沿線自治体で持ち回りで担当。H23年度に本市が事務局として事業を実施

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　磐越自動車道は都市間連携・交流において大きな役割を担うとともに、東日本大震
災以降、災害時の人員・物資の輸送ルートとしても重要度が高まっている。
　引き続き、当該協議会を通じて磐越自動車道沿線都市間の連携を図り、地域の魅力
向上と相互の振興を図っていく。



4

事業名 福島空港利用促進協議会負担金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 77 77

所要一般財源 77 77

概算人件費 91 91

5

事業名 国際交流推進事業 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・企画調整課 次年度方針 継続

事業費 22,860 22,860

所要一般財源 22,860 22,860

概算人件費 749 749

6

事業名 グローバル人材育成事業 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・企画調整課 次年度方針 継続

事業費 2,237 1,950

所要一般財源 0 0

概算人件費 752 752

概要
(目的と内容)

　県内自治体及び関係団体で構成する福島空港
利用促進協議会に負担金を支出し、福島空港の
利用促進のためのPR活動等に貢献する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

【1】取組経過等
H21年度：177千円（リムジンバス運行に係る特別負担金100千円を加算）
H22年度：127千円（リムジンバス廃止に伴う高速バス乗り継ぎ等対策特別負担金50千
円を加算）
H23年度～：0千円（東日本大震災に伴い負担金請求を中止）
H25年度～：77千円

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　福島空港は路線の廃止などによる利便性低下により利用者数が減少傾向にあり、令
和２年度には新型コロナウイルス感染症の影響もあり過去最低を記録したところであ
る。
　令和５年１月にベトナムからのチャーター便が運航再開され、さらに、令和６年１
月から台湾チャーター便も運航され、台湾からのインバウンドが好調となっている。
　今後も当該協議会の事務局となっている県空港交流課を中心に、県内自治体や関係
団体と連携しながら、引き続き利用促進に取り組んでいく。

概要
(目的と内容)

多文化共生理解の促進と在住外国人の生活支援
を目的に、国際理解に関する各種イベント、外
国人向け日本語学習支援や相談窓口機能を担う
国際交流協会に負担金を支出し、民間による国
際交流活動を支援する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

国際交流協会の主な取組
・国際交流フェスティバルの開催
・日本語会話教室の実施
・在住外国人の生活相談
・国際交流ボランティアの育成

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

市民への多文化共生理解の促進と外国人住民への生活支援を図る上で、国際交流協会
との連携は不可欠であることから、事業内容を精査しながら取組を進めていく。

概要
(目的と内容)

国際社会への高い関心・理解を持ち、世界で活
躍するグローバル人材の育成を目的に、会津地
域の高校生を対象に、グローバルな学習・体験
や、グローバル人材について考えるワークショ
ップ等を開催する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

・グローバル人材について考えるワークショップ、英会話講座、JICA等への訪問、グ
ローバル人材との交流を実施した。
・令和５年度は、これまで東京都内で実施していた１泊２日のサマーキャンプを福島
県内で実施し、JICA二本松への訪問や、ブリティッシュヒルズでの語学研修を実施し
た。
・直近３年間の参加者　R3：12名、R4：9名、R5：26名、R6：31名

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・社会のグローバル化の進展に伴い、広い視野を持ち、物事に対する柔軟な考え方や
判断力、積極性や行動力を身に着けることが重要であり、引き続き、参加者の興味・
関心を捉えながら、国際社会や異文化への関心・理解を深めるプログラムを実施して
いく。
・併せて、会津若松市国際交流協会において、英会話サークルや高校生を対象とした
ワークショップの運営を行っていることを踏まえて、今後、協会への事業移管に向け
た協議・検討を進める。
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事業名 友好都市交流事業 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・企画調整課 次年度方針 継続

事業費 535 1,775

所要一般財源 535 1,775

概算人件費 749 1,498

8

事業名 未来人財育成塾 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・企画調整課 次年度方針 継続

事業費 5,219 4,550

所要一般財源 0 0

概算人件費 2,068 2,068

9

事業名 核兵器廃絶平和都市宣言事業 法定／自主 自主

担当部・課 総務部・総務課 次年度方針 継続

事業費 3,835 2,374
所要一般財源 3,835 2,374

概算人件費 1,421 1,421

概要
(目的と内容)

海外の友好都市との交流推進を目的に、中国湖
北省荊州市と相互訪問や技術研修生の受入、青
少年書画交換交流等による交流を行う。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

中国湖北省荊州市との交流（平成３年より友好都市提携）
・本市訪問団派遣・荊州市訪問団受入、技術研修生受入（平成３年度～）、青少年書
画交換交流（平成４年度～）
・新型コロナウイルス感染症に伴う荊州市へのマスク送付（令和元年度）※令和２年
度中国総領事より返礼あり。
・友好都市締結30周年（令和３年度）※市政だより、市ホームページに記事掲載。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症の影響により、両市の訪問団の派遣・
受入、技術研修生の荊州市からの派遣など人的な交流が制限される状況が続いていた
が、今後は、書画交換交流の継続に加え、国際情勢の変化を見極めながら、観光誘客
や経済交流等の目的を明確にした荊州市への訪問再開など、交流の取組を検討してい
く。

概要
(目的と内容)

「自立」と「自律」の心を培う機会の提供を通
した、次の世代を担う人財の育成を目的に、中
学生を対象に、社会の第一線で活躍する講師陣
による講義、自分の将来の夢や生き方などを考
えるグループワーク等を開催する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

・社会の第一線で活躍する講師陣の講義や、講義の振り返り、将来の夢や生き方を考
えるグループワークのほか、地域資源を活かした課外活動を実施した。
・令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止としたが、令和３年度に
対象者を会津地域に限定した日帰り形式で再開、令和４年度には福島県内を対象とし
た合宿形式（３泊４日）で実施し、令和５年度は対象者を全国まで拡大した。
・直近３年間の参加者　R3：18名、R4：22名、R5：24名

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

・事業開始（Ｈ25）以降、次の世代を担う人財の育成に寄与してきたが、財源である
国際的ふるさと会津創生基金の払底を見据え、令和７年度での事業終了を含め今後の
あり方について検討する。

概要
(目的と内容)

　被爆地（広島市・長崎市）への市内中学生代
表の派遣、被爆体験講話、原爆パネル展・フィ
ルム上映会の開催、平和まつりへの参加

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

　核兵器や戦争の凄惨さと平和の尊さを伝えることで、核兵器廃絶と平和に対する市
民意識の高揚を図ってきた。特に、次代を担う若い世代への継承事業に力を入れてき
たところである。市内中学生による被爆地訪問については、令和２年度より広島市と
長崎市を交互に訪問することとし、令和４年度に初めて長崎市を訪問し、令和５年度
は広島市、令和６年度は長崎市を訪問した。被爆体験講話については、被爆体験者の
高齢化に伴い、令和５年度からは被爆体験伝承者を広島から招いて開催している。

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　広島・長崎に原爆が投下されてから79年が経過し、若い世代への戦争や被爆体験の
継承が課題となっている。
　核兵器廃絶と平和への願いを次代を担う若い世代へ継承するとともに、幅広い市民
参加が可能となるような事業を展開していく。なお、働き方改革の視点から原爆パネ
ル展やフィルム上映会については、市民意識高揚の効果を見極めながら、そのあり方
について検討していく。



1

事業名 地方就職支援金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 80 780

所要一般財源 20 195

概算人件費 152 304

令和６年度：地方就職支援金の創設

2

事業名 会津若松市定住・二地域居住推進協議会負担金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 5,369 4,610

所要一般財源 5,369 4,610

概算人件費 11,367 9,852

3

事業名 移住支援金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 36,000 30,000

所要一般財源 9,000 7,500

概算人件費 379 379

施策２　定住・二地域居住の推進

概要
(目的と内容)

　東京都内に本部を置く大学の学生が、市内企
業において実施される就職活動に参加するため
の交通費を支援する。
　また、交通費支援を受けた学生が、実際に地
方移住する際にかかる移転費を支援する【令和7
年度拡充予定】

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　大学等への進学を機に県外へ転出する学生等が多いものの、卒業後、地元に戻る割
合が低く、若年層の減少傾向が続いている。
　若年層の本市への定住を促進するため、当該支援制度を活用して、本市出身者等を
中心に、事業の周知を図りながら、本市への就職を支援していく。

概要
(目的と内容)

　地方への移住を希望する都市住民を積極的に
本市に受け入れるため、関係団体等と協力・連
携しながら情報発信や交流体験の機会を提供、
さらには受入態勢の整備などに取り組み、定住
・二地域居住を推進する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

・平成19年度：市定住・二地域居住推進協議会を設立、ＨＰを開設
・令和３年度：定住コネクトスペース・黒河内サテライトオフィスの供用開始
・令和５年度：若年層への経済的支援の開始及びＵターン等促進キャンペーンの実施
・令和６年度：パンフレットの刷新
【移住実践者数】R５（41世帯91名） ※H19～R５合計（220世帯405人）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　地方の人口減少が進む中、本市の人口も就業・就学に伴う若年層の流出等により減
少傾向にある。一方、首都圏在住の20～40代の現役世代では地方移住の動きが活発化
しており、移住希望者は、「就労の場がある地方都市」を希望する割合が高いため、
今後も就労支援を軸とし現役世代にターゲットを絞り情報提供を行う。
　令和5年度よりＵターンや孫ターンを推進するため、各種移住支援策の拡充やキャン
ペーンを実施しており、効果を検証しながら、さらなる移住促進を図る。

概要
(目的と内容)

　５年以上、東京23区居住、又は東京圏から通
勤していた者等が市内に移住し就職などをした
場合に、給付金を交付する。
　また、世帯で移住する場合は、子どもの人数
に応じて支援金を加算する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

【１】経過
平成30年度：地域再生計画認定
令和元年７月：支援開始
令和４年度：子育て世代への加算開始
【２】実績
令和５年度：11件（世帯６件、単身５件）※R元～R5合計（世帯11件、単身12件）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　新型コロナウイルスの感染拡大による地方への移住志向の高まりや移住支援金の支
給要件緩和、加算額の増加等により、交付申請者が増加している。
　今後も国や県と連携のもと「移住支援給付金」を効果的に運用し、市独自のＵター
ン者向け施策や各種移住支援施策との連携を図りながら、移住者の増加を図っていく
。



4

事業名 Ｕターン等移住給付金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 5,800 8,000

所要一般財源 5,800 8,000

概算人件費 379 379

5

事業名 住宅取得支援事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 14,000 13,600
所要一般財源 7,000 5,600

概算人件費 379 379

6

事業名 奨学金返還支援事業補助金 法定／自主 自主

担当部・課 企画政策部・地域づくり課 次年度方針 継続

事業費 1,590 3,240

所要一般財源 1,590 3,240

概算人件費 190 304

概要
(目的と内容)

　東京圏以外からの若年層の移住を促進するた
め、Ｕターンや孫ターン等により市内に移住し
、就職などをした30歳以下の移住者に支援金を
給付する。
　また、世帯で移住する場合は、子どもの人数
に応じて支援金を加算する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

【１】経過
令和５年６月、「市Ｕターン等移住給付金交付要綱」施行
【２】実績　
令和５年度：３件（世帯２件、単身１件）

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　市定住・二地域居住推進協議会ホームページや首都圏での移住イベントでの給付金
の周知により若年層からの移住支援策に関する問い合わせが増加している。
　若い世代に重点を置いた移住支援策を実施することは、社会動態に加え自然動態に
よる人口減少の抑制が期待できるため、今後は、親世代を対象とした事業の周知や、
就業・就農・起業支援と連携した移住支援策をとおして、若年層の移住者の増加によ
る人口減少の抑制に向け取り組んでいく。また、効果を検証しながら、より効果的な
支援のあり方について検討していく。

概要
(目的と内容)

　県と連携して、県外からの移住者が市内へ移
住するための住宅取得に要した費用に対し、補
助金を交付する。
［補助限度額］1,400千円（市700千円、県700千
円）

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

【１】経過
令和５年度：市住宅取得支援事業補助金交付要綱の施行
令和６年度：地域活性化加算の追加
【２】実績
令和５年度：６件

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　首都圏在住の20～40代の若年層の地方移住の動きが活発化している。一方、移住希
望者の多くは、移住前と同水準の収入を希望しているが、希望を満たす就労先は多く
ない状況にある。
　中高年と比べ相対的に所得水準が低く、子育て等により家計の支出が多い若年層の
移住の増加を図るため、住宅取得費用の支援を行い経済的負担の軽減を図る。また、
効果を検証しながら、より効果的な支援のあり方について検討していく。

概要
(目的と内容)

若年層の地元企業への就職や県外からの移住を
促進するため、県外から市内に移住し、市内に
本社がある事業所等に就職した30歳以下の者の
奨学金返還を補助する。

財務内容
単位(千円)

令和６年度
（予算）

令和７年度
（見込み）

これまでの
取組状況
（主な取組と
成果）

【１】経過
令和５年度：市奨学金返還支援事業補助金の施行
令和６年度：会津大学等の卒業生を対象者に追加
【２】実績
令和５年度：２件

事業の検証
（課題認識/
今後の方針・
改善点）

　奨学金制度を活用し、卒業後に奨学金の返済に苦慮している方が増加している。
　奨学金返還を支援することにより、経済的負担を緩和し、本市で就労することの魅
力向上を図り、本市への若年層の移住実践者の増加につなげていく。また、支援によ
る効果を検証しながら、より効果的な支援のあり方について検討していく。
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